
 

令和 3年 1月 14日 

 

内閣総理大臣 菅 義偉  様 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について（要望） 

 

新型コロナウイルス感染拡大に関する対応について、多大なるご尽力を賜り

心より御礼申し上げます。 

今般、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、再び 1都 3県に緊急事態宣言

が出されたところです。介護施設や在宅介護の現場では、この宣言の有無にか

かわらず、重症化リスクの高い要介護高齢者への感染を防ぐため、その命を守

るための努力を日夜懸命に続けています。また、これ以上の医療崩壊や介護崩

壊を招かないためにも、早急なワクチン接種が期待されているところです。 

この度、新型コロナウイルス感染症対策分科会において「新型コロナウイルス

感染症に係るワクチンの接種について（案）」が示され、接種順位については、

新型コロナウイルス感染症患者に直接医療を提供する施設の医療従事者等並び

に、高齢者及び基礎疾患を有する者を接種順位の上位に位置付け、次に、高齢者

施設等の従事者への接種となっておりますが、残念ながらこの「高齢者施設等の

従事者」の中には、在宅系サービスの介護事業所従事者が含まれておりません。 

しかし、介護現場においては、高齢者施設のみならず、在宅系サービスにおい

ても地域の要介護高齢者等に対して直接接してサービスを提供しているところ

です。その地域の多くの高齢者等の生活を守るため、在宅系サービスの介護事業

所従事者につきましても、高齢者施設等の従事者と同様にワクチンの優先接種

の対象に含めて頂きますよう強く要望いたします。 
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令和 3年 9月 3日 

 

厚生労働大臣 

 田 村 憲 久 様 

 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

全国ホームヘルパー協議会 

                    会  長  田 尻  亨  

 

日 本 ホ ー ム ヘ ル パ ー 協 会 

会  長  青 木 文 江  

 

公益社団法人日本介護福祉士会 

会  長  及 川 ゆりこ  

 

 

長期化するコロナ禍への対応に関する要望 

 

 現在、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たない状況下において、

在宅ケアの最前線を担うホームヘルパーは、自身の感染や利用者間の感染を媒

介してしまうことへの不安を抱えつつも、感染対策を徹底し、利用者の重度化防

止、自立支援に向けてサービスを継続しています。 

 また、通所介護事業所等が休業した場合や、感染して自宅療養する要介護高齢

者や障がい（児）者へのサービスの提供など、在宅ケアの最後の砦としての役割

が期待されています。 

 そのような中、衛生用品や人件費、通信費等の感染症対策のかかり増し経費が

発生しており、ホームヘルパー自身の肉体的・精神的負担も増加しています。 

 今後も、ホームヘルパーが安全にサービスを提供し、利用者も住み慣れた地域

の中で安心してサービスを受けられるようにするため、下記の事項について要

望します。 

 

記 

 

長期化するコロナ禍でも利用者が安心して訪問介護のサービスが受けられるよ

うに、介護報酬における「新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な

評価」を本年 10月以降も継続してください。 



日 介 発 第 9 5 号 

令和３年 12 月 17 日 

厚生労働大臣 

後 藤 茂 之 殿 

公益社団法人日本介護福祉士会 

会長 及川 ゆりこ 

 

准介護福祉士の取扱に関する要望書 

 

 介護福祉士の資質の確保及び向上の観点から、介護福祉士資格取得方法を一元

化（全ての者に一定の教育プロセスと国家試験義務付けを実施）することが規定

されました。しかし、その後、義務付けや不受験者・不合格者に関する経過措置

の延期が繰り返されるなか、令和４年度より准介護福祉士の仕組みが動き出す見

込みとなっております。准介護福祉士については、「地域共生社会の実現のため

の社会福祉法等の一部を改正する法律」（法律第 52号、令和２年６月 12日）の法

案可決の際、介護人材の確保と資質の向上を図るための方策や准介護福祉士の在

り方についての検討の要請を含む附帯決議が付されていることも踏まえ、以下の

通り要望いたします。 

記 

 

１ 准介護福祉士の介護福祉士への統一化も含めた具体的な議論を確実に行うべ

きである 

   当会といたしましては、平成 19年より准介護福祉士について導入すべきで

はないとの要望書の提出や審議会での意見表明を行ってまいりましたが、依

然として准介護福祉士の仕組みが存置されていることは、極めて遺憾と言わ

ざるを得ません。つきましては、准介護福祉士の介護福祉士への統一化も含

めた検討について、具体的な方法やプロセスを明示したうえで、確実に実施

されることを要望します。 

 

２ 准介護福祉士が暫定的な位置づけとされている以上、准介護福祉士に既得権

が発生することは妥当ではなく、制度上の要件として扱われるべきではない 

   准介護福祉士が暫定的な位置づけであることを踏まえ、例えば、介護報酬

に係る体制加算やサービス提供責任者、介護支援専門員実務研修受講試験の

資格要件等の対象とはせず、介護福祉士とは明確に異なる扱いとしていただ

くことを要望します。 

 

以上 
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